
京
都
・長
岡
京
跡

硼

所
在
地
　
　
　
一　
一爪
都
府
向
日
市
鶏
冠
井
町
上
古
、
二
　
同
市
上
植
野

町
十
ヶ
坪
、
三
　
同
市
鶏
冠
井
町
小
深
田
、
四
　
同
市
鶏

冠
井
町
小
深
田
、
五
　
同
市
鶏
冠
井
町
沢
ノ
東

・
小
深
田
、

一ハ
　
同
市
鶏
冠
井
町
門
戸

調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
二
年

（平
４
）
五
月
を
六
月
、
二
　
一
九
九
二

年
五
月
ぞ
七
月
、
三
　
一
九
九
二
年
六
月
、
四
　
一
九
九

二
年
七
月
を
九
月
、
五
　
一
九
九
二
年

一
〇
月
を

一
二
月
、

一ハ
　
一
九
九
三
年
二
月

発
掘
機
関
　
　
働
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
山
中
　
革早
・
松
崎
俊
郎

・
秋
山
浩
三

・
國
下
多
美
樹

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
長
岡
京
期

（七
八
四
ど
七
九
四
年
）

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
九
九
二
年
度
に
長
岡
京
跡
で
木
衝
の
出
土
し
た
調
査
は
七
件
あ
る
。
う
ち

わ
け
は
左
京
六
作
、
右
京

一
件
で
、
そ
の
発
掘
調
査
は
二
機
関
が
担
当
し
た
。

本
稿
は
、
働
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
担
当
し
た
左
京
六
件
の
報
告
で

あ
る
。

一　
左
京
二
条
二
坊
十
町

（左
京
第
二
八
七
次
調
査
―
推
定
東
院
跡
―
）

調
査
地
は
、
左
京
二
条
二
坊
十
町
の
西
半
部
に
位
置
す
る
。　
一
九
九

一
年
度

に
実
施
し
た
十
町
東
半
部
の
調
査
で
、
十
町
全
域
を
利
用
す
る
大
規
模
な
内
郭

構
造
を
有
す
る
施
設
が
検
出
き
れ
、
そ
の
規
模
、
構
造
、
配
置
等
か
ら
天
皇
の

利
用
す
る
離
官
と
推
定
さ
れ
た
。
特
に
宮
城
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
『
日
本
紀

略
』
延
暦
十
二
年

（七
九
一こ
正
月
庚
子
条
に
載
る

「東
院
」
跡
に
比
定
さ
れ
て

い
る
。

今
回
の
調
査
地
は
、

「東
院
」
西
脇
殿
及
び
西
外
郭
の
東
半
部
に
あ
た

る
。
長
岡
京
期
の
遺
構
は
二
時
期
あ
り
、
前
期
は
掘
立
柱
建
物

一
棟
、
井
戸

一

基
が
設
け
ら
れ
る
が
、
後
期
は
そ
れ
ら
の
施
設
が
撤
去
さ
れ
、
敷
地
に
は
縦
横

に
暗
渠
群
が
設
け
ら
れ
て
水
は
け
の
よ
い
広
場
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
は
十
町
の
北
を
画
す
る
二
条
条
間
北
小
路
の
南
側
溝

Ｓ
Ｄ
二
六
五
五
〇
で
あ
る
。
同
溝
は
幅
○

。
九
ｍ
、
深
さ
○

・
五
ｍ
を
測
り
、

全
長
八
〇
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
木
筒
は
笏
に
文
字
を
記
し
た
も
の
で
、
溝
の
西

(京都西南部)
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端
南
岸
の
斜
面
に
貼
り
付
く
よ
う
に
し
て
出
土
し
た
。
同
溝
中
か
ら
は
他
に
須

恵
器
、
土
師
器
、
瓦
類
が
少
量
出
上
し
、
前
年
度
の
調
査
で
は

「供
御
」
と
記

し
た
土
師
器
皿
が
出
上
し
て
い
る
。

な
お
、
前
期
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
二
八
七
〇
七
か
ら
は
刀
子
の
完
形
品
等
と
共
に
、

「左
職
」
と
記
し
た
須
恵
器
杯

一
点
が
出
土
し
、
当
該
地
の
施
設
が
前
期
段
階

に
左
京
職
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
後
期
の
暗
渠
群
か

ら
は
、
中
央
に

「旨
」
の
文
字
を
飾
る
軒
瓦
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
五
条
二
坊
八
町
、
東
二
坊
坊
間
小
路

・
五
条
条
間
北
小
路
交
差
点

（左
京
第
二
八
九
次
調
査
）

調
査
地
は
、
標
高

一
四
ｍ
前
後
の
旧
小
畑
川
の
形
成
し
た
緩
扇
状
地
に
位
置

す
る
。
長
岡
京
の
条
坊
復
原
で
は
左
京
五
条
二
坊
八
町
南
東
部
、
お
よ
び
東
二

坊
坊
間
小
路
と
五
条
条
間
北
小
路
の
交
差
点
に
相
当
す
る
。
周
辺
で
行
な
わ
れ

た
多
く
の
調
査
に
よ
っ
て
、
当
調
査
地
を
含
む
左
京
五
条
二
坊

一
・
二

・
七

・

八
町
は
四
町
域
を
利
用
し
た
大
規
模
宅
地
と
み
な
さ
れ
、
か
つ
て
東
二
坊
坊
間

小
路
東
側
溝
か
ら
は
金
鋼
製
の
錬
子
が
出
土
し
て
い
る
（左
京
第
一
七
〇
次
調
査
）。

今
回
の
調
査
で
は
、
五
条
条
間
北
小
路
の
南

。
北
両
側
溝
、
東
二
坊
坊
間
小

路
西
側
溝
お
よ
び
左
京
五
条
二
坊
八
町
の
坊
垣
築
地

。
暗
渠

。
町
内
溝
等
を
検

出
し
た
。
条
坊
遺
構
は
前
後
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
長
岡
京
の
条
坊
造
作
を
考

え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

木
簡
は
東
二
坊
坊
間
小
路
西
側
溝
か
ら

一
点
出
上
し
た
。
伴
出
遺
物
と
し
て

は
墨
書
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
軒
丸
瓦
、
木
製
品

（皿
）、
銭
貨

（万
年
通

宝
）
が
あ
る
。

〓
一　
二
条
大
路

。
東
二
坊
大
路
交
差
点

（左
京
第
二
九
〇
次
調
査
）

調
査
地
は
、
二
条
大
路
と
東
二
坊
大
路
の
交
差
点
北
部
付
近
に
あ
た
る
。
南

接
部
の
左
京
第

一
六
二
次
調
査
に
お
い
て
は
、
規
模
の
大
き
い
新
旧
二
時
期
の

二
条
大
路
南
側
溝
を
検
出
し
、
ま
た
溝
中
か
ら
は
馬
骨
を
中
心
と
し
た
大
量
の

祭
祀
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
二
条
大
路
北
側
溝
、
そ
れ
に
架
か
る
橋
、
東
二
坊
大
路

の
東

。
西
両
側
溝
、
東
側
溝
沿
い
の
築
地
、
同
東
雨
落
溝
等
を
検
出
し
た
。
う

ち
、
二
条
大
路
北
側
溝
を
初
め
て
明
確
な
か
た
ち
で
調
査
で
き
、
大
路
交
差
点

の
状
況
を
明
ら
か
に
で
き
た
点
は
成
果
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

木
簡
は
、
二
条
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
九
〇
〇
〇
か
ら
二
点
出
土
し
た
。
同
浄

か
ら
は
、
土
器
類
、
大
型
人
形
、
墨
書
土
器

令
供
養
」
ほ
か
）、
万
年
通
宝
、
土

馬
、
漆
器
、
木
製
品

（曲
物
、
付
札
状
品
等
）、
軒
瓦
、
獣
骨
、
種
子
ほ
か
が
出
土

し
た
。
墨
描
人
形
の
顔
の
描
線
は
、
非
常
に
整

っ
た
熟
練
度
が
高
い
も
の
で
特

筆
で
き
る
。
ほ
か
に
も
、
祭
祀
関
連
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大

路
交
差
点
で
の
祭
祀
が
予
想
で
き
る
。

四
　
一
一条
大
路

。
東
二
坊
大
路
交
差
点

（左
京
第
二
九
一
次
調
査
）

調
査
地
は
、
三
の
調
査
地
の
南
で
、
二
条
大
路
と
東
二
坊
大
路
の
交
差
点
南

部
に
位
置
す
る
。
調
査
は
、
東
二
坊
大
路
の
検
出
を
目
的
と
し
た
調
査
ト
レ
ン

チ
と
、
二
条
大
路
と
東
二
坊
大
路
の
交
差
点
の
検
出
を
目
的
と
し
た
立
会
ト
レ

ン
チ
の
二
箇
所
に
分
か
れ
る
。
調
査
ト
レ
ン
チ
で
は
、
東
二
坊
大
路
の
東

。
西



両
側
溝
と
町
内
濤
、
柱
穴
を
検
出
し
た
。
立
会
ト
レ
ン
チ
で
は
、
二
条
大
路
南

側
溝
と
東
二
坊
大
路
東
側
溝
の
合
流
点
に
お
い
て
、
南
北
方
向
の
杭
列
を
検
出

し
た
ほ
か
、
中
世
の
条
里
坪
界
溝

（九
条
弓
弦
羽
里
二
六
坪
。
一一七
坪
）
を
検
出
し

た
。木

簡
は
、
立
会
ト
レ
ン
チ
の
杭
列
Ｓ
Ｘ
二
九

一
一
〇
〇
の
西
側
で
二
点
出
土

し
た
。
う
ち
、　
一
点
は
二
条
大
路
南
側
溝
最
下
層
か
ら
の
出
土
と
断
定
で
き
る

が
、
他
の
一
点
は
遺
構
が
重
な
る
中
世
の
条
里
坪
界
溝
か
ら
出
土
し
た
可
能
性

が
高
い
。
な
お
、
二
条
大
路
南
側
溝
か
ら
の
伴
出
遺
物
に
は
、
長
岡
京
期
の
上

器
類
の
ほ
か
、
祭
祀
具

↑
ュ
一
チ
ュ
ア
査鬱
、
土
錘
等
が
あ
る
。

五
　
左
京
二
条
二
坊
十
二
町
、　
二
条
大
路
、
左
京
三
条
二
坊
九
町

（左
京
第

二
九
八
次
調
査
）

調
査
地
は
標
高

一
三
ｍ
前
後
の
氾
濫
原
に
位
置
す
る
。
長
岡
京
で
は
東
二
坊

坊
間
小
路
に
沿

っ
た
左
京
二
条
二
坊
十
二
町
、
二
条
大
路
、
左
京
三
条
二
坊
九

町
の
西
辺
に
相
当
す
る
。
西
側
の
八
町
内
で
は
か
つ
て
左
京
第

一
三

。
三
二

・

五

一
次
等
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
町
内
中
央
を
流
れ
る
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一

か
ら
大
量
に
出
上
し
た
木
簡
等
の
検
討
に
よ
り
太
政
官
厨
家
が
存
在
し
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
て
い
る

（『長
岡
京
木
簡
』
ご
。

調
査
は
市
道
拡
幅
工
事
に
先
立
ち
、
畦
、
水
路
毎
に
南
北
に
細
長
い
ト
レ
ン

チ
を
設
定
し
て
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
長
岡
京
期
の
二
条
大
路
の
南

。
北
両

側
溝
を
同

一
調
査
地
内
で
初
め
て
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
溝
心
々
間
で
四
三

・
七
五
ｍ
の
道
路
幅
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
長
岡
京
期
の
遺
構
で
は
、

町
内
溝
、
井
戸
、
流
路
を
検
出
し
た
。

木
簡
は
八
町
を
横
断
し
て
九
町
に
延
び
る
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
か
ら
十
数
点
が

出
上
し
て
い
る
が
、
現
在
整
理
中
で
あ
り
さ
ら
に
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

伴
出
遺
物
と
し
て
は
墨
書
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
軒
丸
瓦
、
土
製
品

（土

馬
、
ミ
ニ
チ
エ
ア
竃
）、
木
製
品

（人
形
、
曲
物
、
皿
）
等
が
あ
る
。

一ハ
　
左
京
二
条
二
坊
五

。
六

・
十

一
・
十
二
町
、
二
条
条
間
南
小
路

。
東
二

坊
坊
間
小
路
交
差
点

（左
京
第
三
〇
〇
次
調
査
）

調
査
地
は
標
高

一
二

・
五
ｍ
前
後
の
氾
濫
原
上
に
位
置
し
、
長
岡
京
で
は
二

条
条
間
南
小
路
と
東
二
坊
坊
間
小
路
の
交
差
点
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
町
に
相

当
す
る
。

調
査
の
結
果
、
条
坊
交
差
点
に
東
辺
の
柱
筋
を
揃
え
た
礎
石
建
物
群
を
検
出

し
た
。
建
物
群
は
北
に
梁
間
二
間
、
桁
行
七
間
と
思
わ
れ
る
東
西
棟
の
礎
石
建

物
が
三
棟

（北
か
ら
Ｓ
Ｂ
三
〇
〇
〇
〇
・
〇
一
・
一
〇
）
並
び
、
北
の
二
棟
は
同

一

規
模
で
南
の
一
棟
は
柱
間
が
少
し
長
い
。
南
に
総
柱
の
染
間
二
間
以
上
、
桁
行

五
間
の
南
北
棟
の
礎
石
建
物
が

一
棟
配
さ
れ
て
い
る
。
長
岡
京
域
で
礎
石
建
物

が
検
出
さ
れ
た
の
は
初
め
て
で
、
宅
地
利
用
は
四
町
域
に
わ
た
る
と
推
定
さ
れ

る
。
し
か
し
、
調
査
が
道
路
の
拡
幅
工
事
に
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
遺
構

の
全
容
、
条
坊
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
不
男
な
点
が
多
い
。

木
筒
は
礎
石
建
物
ｓ
Ｂ
三
〇
〇
〇

一
の
東
側
梁
間
柱
穴
の
礎
板
下
か
ら

一
点

が
出
土
し
、
ま
た
こ
の
礎
板

（直
径
四
〇
ｃｎ
以
上
の
柱
材
を
転
用
し
た
も
の
）
に
も

転
用
以
前
の
墨
書
が
み
ら
れ
る
。
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８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
左
京
二
条
二
坊
十
町

①

　

「
□
風
□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］『受
∞受
さ

寓
μ

笏
に
文
字
を
記
し
た
も
の
で
、
裏
面
上
部
中
央
に
三
文
字
が
残
る
。
表

・
裏

面
及
び
握
り
部
に
は
、
て
い
ね
い
な
削
り
調
整
を
施
す
。
日
本
の
笏
使
用
の
制

度
は
、
養
老
三
年

（七
一
九
）
に
初
め
て
み
え

ら
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
二
月
壬
戊

条
）、

六
位
以
下
は
木
笏
を
用
い
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
対
象
は
次
第
に
拡
大

さ
れ
、
官
吏
必
携
の
持
物
と
な
っ
た
。
木
笏
の
出
土
は
初
め
て
で
あ
り
、
そ
の

遺
物
と
し
て
の
変
遷
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
正
倉
院
伝
世
品
に
比
し
て
先

端
と
根
本
の
幅
の
関
係
が
逆
転
し
て
お
り
、
後
世
の
笏
に
近
い
形
状
を
呈
す
る

点
は
興
味
深
い
。

一
一　
左
京
五
条
二
坊
八
町
、
東
二
坊
坊
間
小
路

・
五
条
条
間
北
小
路
交
差
点

①

　

「
＜
美
馬
郡
秦
原
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
（〕３
通
貸
∽
ｏお

表

。
裏
面
共
に
遺
存
状
態
が
甚
だ
悪
く
、
下
部
の
墨
が
消
滅
し
て
い
る
。
『和

名
抄
』
に
よ
る
と
阿
波
国
に
美
馬
郡
秦
原
郷
が
所
在
す
る
。

〓
一　
二
条
大
路

。
東
二
坊
大
路
交
差
点
（¢
　
弛
　
【生
≧

①
　
　
生
生
生
生
生
　
生
生
生
生
生
生
生
生
回
　
（］３
溢
契
〕
ｏ解

ω
は
全
て

「
生ヽ
」
の
文
字
の
習
書
。
「生
」
と
し
た
が
、
従
来
の

「生
」
の

書
体
に
は
み
え
な
い
。

あ
る
い
は
、

「人
」
の
則
天
文
字

「玉
」
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
も
う

一
点
は
、
削
居
に
墨
痕
が
残
る
の
み
。

四
　
一
一条
大
路

。
東
二
坊
大
路
交
差
点

杭
列
Ｓ
Ｘ
二
九
一
一
〇
〇

（三
条
大
路
前
期
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
六
二
〇
六
）

（記
号
）

⑪
　
。
「
＜
。
ｏ

□

。
「
＜
　
口
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μ卜『て

（こ

溢

ｏ８

杭
列
Ｓ
Ｘ
二
九

一
一
〇
〇

（東
西
溝
Ｓ
Ｄ
工
九

一
〇
四
）

【斗
己

②

。
「
大

一
回
三
勺

〔正
ヵ
〕
〔斗
力
〕

□
　
□

一
升
三
勺

大

一
升
九
勺
」

。
「
五

（側
面
）

□
」
　

　

　

　

　

　

　

径
μ更
膏
ｏ
ｏ３

①
は
長
岡
京
期
の
付
札
状
木
筒
で
下
端
と
右
側
面
が
欠
損
す
る
。
表
面
は
上

端
に
小
さ
く
描
い
た

「
ｏ
」
が
二
箇
所
残
存
す
る
。
表

・
裏
面
共
第

一
文
字
を

僅
か
に
残
し
て
二
次
的
に
削
る
。

②
は

一
三

。
一
四
世
紀
頃
の
条
里
坪
界
溝
か
ら
の
出
土
物
と
推
定
さ
れ
る
。

ろ
く
ろ
軌
き
の
木
材
の
表
面
に
三
行
、
側
面
の
ほ
ぽ
天
地
に
あ
た
る
部
分
に
二

文
字
を
記
す
。



五
　
左
京
二
条
二
坊
十
二
町
、
二
条
大
路
、
左
京
三
条
二
坊
九
町

ω
　
。
□
　
十
日
民
部
省
役
奉
　
真
□
□

〔造
己

・
　

　

　

　

　

　

　

回

兵

庫

□

□

　

　

　

　

　

（
霞

Ｘ

∞
契

伽

０
解

②
　
　
位
従

一
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｅ

夭
じ

ヽ

ｏ驚

③
　
　

＜
鹿
生
宍
拾
玖
寸
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（３

溢
受
∞
ｏお

④

　

「
＜
讃
岐
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｓ

溢
受
ω
ｏ毬

ω
は
上
端
を
二
次
的
に
削
る
。
裏
面
の
第

一
・
二
字
は
文
字
が
重
な
り
、

「造
」
と
書
い
た
上
か
ら
、
「兵
」
に
訂
正
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
九
町
か

ら
は
か
つ
て
、
「造
東
大
官
所
解
」
木
簡
、
「山
桃
院
」
造
営
関
係
の
送
り
状
、

「寮
工

・
寺
工
料
」
木
簡

（以
上

『
長
岡
京
木
衡
』
ご
、
「木
工
助
」
木
簡

（左
京

第
三
全
一次
調
査
）
等
が
出
上
し
、
大
規
模
な
造
営
官
司
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て

い
た
。
民
部
省
か
ら
の
役
夫
の
進
上
と
と
れ
る
①
の
出
土
は
、
さ
ら
に
こ
の
想

定
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
。

０
は
物
品
付
札
で
、
生
肉
に
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
な
稀
れ
な
例
で
あ
る
。

「寸
」
は

「村
」
の
略
体
。
そ
の
他
の
木
簡
は
断
片
が
多
く
、
現
在
洗
浄

。
整

理
中
で
あ
る
。

エハ
　
左
京
二
条
二
坊
五

。
六

・
十

一
。
十
二
町
、
二
条
条
間
南
小
路

。
東
二

坊
坊
間
小
路
交
差
点

〔九
≧

⑪
　
。
「
＜
鯖
□
斗
四
升
」

。
「
＜
　
　
　
　
十
一ハ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ３
×
誤
×
∞
需
】

②

「
□
百
［日］」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇∞ド

⑪
は
両
端
が
九
み
を
お
び
、
丁
寧
な
整
形
が
施
さ
れ
る
。
切
り
込
み
部
に
紐

痕
が
自
く
残
る
。
②
は
礎
板
転
用
柱
に
記
さ
れ
た
も
の
。

９
　
関
係
文
献

動
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

・
向
日
市
教
育
委
員
会

『
向
日
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
書
』
三
六

（
一
九
九
三
年
）

（
一　
山
中
　
工早
、
二
・
五
・
六
　
松
崎
俊
郎
、
三
　
秋
山
浩
三
、
四
　
國
下
多

美
樹
、
釈
文
　
清
水
み
き
）



1992年出上の木簡

向日丘陵 (長岡 )

イ
ーー
汁
＋

北京種大路

北一条条間南州、路

北一条大路

―条条閉Hヒ小路

一条条間大路

一条条間百小路

―条大路

二条条画北小路

二条条間大路

二条条問南小路

二条大路

三条秦間北小路

二条条間小路

=条
条問南小路

三条大路

四条条間Ht小路

四条条間小路

四条条間前小離

四条大路

五条条「BH北小路

五条条問小路

工条条間南小路

玉条大路

六条条間北小F符

六条条間小酢

六条条問前小路

六条大路

七粂条間北小離

ヒ条条田小PI

七条条lHl前小路

七桑大路

人条条問北小路

八条条間小路

人条条間南小離

八条大路

九条条間Jヒ小路

九条条間小路

九乗条間面小路

九条大路

ｒ
十

一
一
酉
四
坊
坊
間
西
林
路

――
“ｒ
Ｌ

西
四
坊
大
時

西
二
坊
坊
周
小
障

酉
三
坊
坊
間
酉
小
路

‐
ド
ヽ
差
西
四
坊
坊
間
東
小
路

＝
刊
∃
凍
四
筋
大
路

！
十
上
一
東
四
坊
坊
間
東
小
酪

―
す
と

東
四
坊
坊
間
小
隣

―
す
±

東
四
坊
坊
間
西
小
脇

＝十
生
東
三
坊
大
路

―
す
工
一
東
三
坊
坊
間
東
小
路

‐
十

一
一
東
三
坊
坊
間
小
路

舒
十
上
一
東
三
坊
坊
間
西
小
路

//
km

▲ 1992年度出土地

。駈出土地

長岡京跡木簡出土地点図




